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中
国
研
究
集
刊 

闕
号
（
総
五
十
八
号
）
平
成
二
十
六
年
六
月　

一
二
二
︱
一
三
七
頁

清
華
簡
『
赤
あ
之
集
湯
之
屋
』
釈
読

椛
島
雅
弘

　

本
稿
は
、『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
叁
）』（
清
華
大
学
出
土

文
献
研
究
与
保
護
中
心
編
・
李
学
勤
主
編
、
中
西
書
局
、
二
〇
一

二
年
十
二
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
赤
あ
之
集
湯
之
屋
』（
以

下
、『
赤
あ
』
と
略
記
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
釈
読
を
提
示
す
る

と
共
に
、『
赤
あ
』
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
基
礎
的
な
検
討
を

行
う
も
の
で
あ
る
。

一
、『
赤
チ
之
集
湯
之
屋
』
書
誌
情
報

　

ま
ず
、
本
篇
の
整
理
者
で
あ
る
劉
国
忠
氏
及
び
邢
文
氏
の
「
説

明
」
を
も
と
に
、
書
誌
情
報
を
記
す
。
竹
簡
数
は
全
十
五
簡
、
総

文
字
数
四
五
二
字
（
う
ち
四
字
分
は
重
文
記
号
）、
三
道
編
綫
、

簡
長
は
約
四
十
五
セ
ン
チ
。
竹
簡
の
保
存
情
況
は
比
較
的
良
好
で

あ
る
が
、
第
一
簡
と
第
二
簡
の
末
端
が
僅
か
に
残
欠
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
一
字
分
を
欠
損
し
て
い
る
。
竹
簡
背
面
の
竹
節
の
部
分

に
は
、
一
か
ら
十
五
ま
で
の
番
号
（
編
号
）
が
記
さ
れ
、
第
十
五

簡
の
背
面
下
部
に
は
、
篇
題
で
あ
る
「
赤
あ
之
集
湯
之
屋
」
が
見

え
る
。
ま
た
、
本
篇
の
竹
簡
背
面
の
上
部
に
は
劃
痕
が
確
認
で
き

る
。
よ
っ
て
、
錯
簡
や
脱
簡
が
存
在
す
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い

文
献
で
あ
る
と
い
え
る
。

二
、『
赤
チ
之
集
湯
之
屋
』
釈
読

　

次
に
、
本
篇
の
釈
読
を
行
う
。
以
下
、
凡
例
・
釈
文
・
訓
読
・

現
代
語
訳
・
語
注
を
示
す
。
な
お
、
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の

先
行
研
究
を
参
考
に
し
た
。

Ａ
、
劉
楽
賢
「
釈
《
赤
あ
之
集
湯
之
屋
》
的
「
埱
」
字
」（
清
華
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大
学
出
土
研
究
与
保
護
中
心
、
二
〇
一
三
年
一
月
五
日
）

Ｂ
、
孟
蓬
生
「
清
華
簡
（
三
）「
屋
」
字
補
釈
」（
簡
帛
網
、
二
〇

一
三
年
一
月
六
日
）

Ｃ
、
侯
乃
峰
「《
赤
あ
之
集
湯
之
屋
》
的
「
赤
あ
」
或
当
是
「
赤

鳩
」」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
八
日
）

Ｄ
、
梁
月
娥
「
説
《
清
華
（
叁
）》〈
赤
あ
集
湯
之
屋
〉
之
「
洀
」」

（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
八
日
）

Ｅ
、
黄
傑
「
初
読
清
華
簡
（
叁
）《
赤
あ
之
集
湯
之
屋
》
筆
記
」

（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
十
日
）

Ｆ
、
丁
若
山
「
読
清
華
三
懸
相
一
則
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年

一
月
十
二
日
）

Ｇ
、
侯
乃
峰
「
清
華
簡
（
三
）
所
見
「
倒
山
形
」
之
字
構
形
臆

説
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
十
四
日
）

Ｈ
、
楊
坤
「
跋
清
華
竹
書
所
見
「
也
」
字
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一

三
年
一
月
十
五
日
）

Ｉ
、
蘇
建
州
「
釈
《
赤
あ
之
集
湯
之
屋
》
的
「
奰
」
字
」（
復
旦

網
、
二
〇
一
三
年
一
月
十
六
日
）

Ｊ
、
王
寧
「
読
清
華
簡
三
《
赤
あ
之
集
湯
之
屋
》
散
礼
」（
簡
帛

網
、
二
〇
一
三
年
一
月
六
日
）

Ｋ
、
呉
雪
飛
「
也
談
清
華
簡
（
三
）《
赤
あ
之
集
湯
之
屋
》」（
簡

帛
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
六
日
）

Ｌ
、
王
寧
「
清
華
簡
（
叁
）
的
「
倒
」
字
臆
解
」（
簡
帛
研
究
、

二
〇
一
三
年
一
月
十
八
日
）

Ｍ
、
王
連
成
「《
清
華
簡
（
三
）》「
丁
（
釘
）」
字
句
解
」（
簡
帛

研
究
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
十
二
日
）

Ｎ
、
王
寧
「
楚
簡
中
的
「
霊
」
与
「
天
霊
」
補
説
」（
復
旦
網
、

二
〇
一
三
年
一
月
十
八
日
）

【
凡
例
】

・	「
釈
文
」
は
、
原
釈
文
と
先
行
研
究
を
基
に
、
筆
者
が
定
め
た

も
の
で
あ
る
。（　

）
内
の
文
字
は
隷
定
さ
れ
た
文
字
を
読
み

替
え
た
も
の
。

・	

□
は
文
字
の
欠
損
し
た
箇
所
を
、〔　

〕
は
原
釈
文
と
先
行
研

究
で
補
わ
れ
て
い
る
箇
所
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

・
便
宜
上
、
内
容
か
ら
三
段
落
に
分
け
た
。

・	【　

】
内
の
算
用
数
字
は
竹
簡
番
号
を
示
す
。「=

」
は
重
文
記

号
を
示
す
。

【
釈
文
】

　

曰〈
１
〉、

故
（
古
）
又
（
有
）
赤
あ〉

2
〈

（
鳩
）、
集
于
湯
之
い
（
屋
）。

湯
う
（
射
）
之
雘
（
獲
）
之
、
乃
命
少〈

３
〉（

小
）
臣
曰
、「
脂
（
旨
）

え
（
羹
）
之
、
我
お
（
其
）
亯
（
享
）
之
」。
湯
が
（
往
）
□〈

４
〉。

【
１
】
少
（
小
）
臣
既
え
（
羹
）
之
、
湯
句
（
后
）
妻
紝〈

５
〉巟

胃

（
謂
）
少
（
小
）
臣
曰
、「
嘗
我
於
而
（
尓
）
え
（
羹
）」。
少
（
小
）

（ 123 ）



臣
弗
敢
嘗
、
曰
、「
句
（
后
）
お
（
其
）〔
殺
〕【
２
】
我
」。
紝
巟

胃
（
謂
）
少
（
小
）
臣
曰
、「
尓
不
我
嘗
、
虡凭（
吾
）
不
亦
殺
尓
」。

少
（
小
）
臣
自〈

６
〉堂

下
受
（
授
）
紝
巟
え
（
羹
）。
紝
巟
受
少
（
小
）

臣
而
【
３
】
嘗
之
、
乃
卲
（
昭
）
然
、
四〈

７
〉巟

（
荒
）
之
外
、
亡

（
無
）
不
見
也
。
少
（
小
）
臣
受
（
其
）
余
（
餘
）
而
嘗
之
、
亦

卲
（
昭
）
然
、
四
げ
（
海
）
之
外
、
亡
（
無
）
不
見
也
。【
４
】

　

湯
ご
（
返
）
ざ〈

８
〉 （

廷
）、
少
（
小
）
臣
饋
。
湯
㣽
（
怒
）
曰
、

「
䈞
（
孰
）
洀〈

９
〉（

班
）
虡凭（
吾
）
え
（
羹
）」。
少
（
小
）
臣
愳

（
懼
）、
乃
逃
于
じ
（
夏
）。
湯
乃
祓〉

〈〈
〈

之
、
少
（
小
）
臣
乃
ず
（
眛
）

而
ぜ
（
寝
）【
５
】
於
ぢ
（
路
）、
見
（
視
）
而
不
能
言
。
衆

〉
〈〈
〈

つ

（
烏
）
て
（
将
）
刹
（
食
）
之
。
と

〉
〈〈
〈

（
霊
）
つ
（
烏
）
曰
、「
是
少

（
小
）
臣
也
、
不
可
刹
（
食
）
也
。
じ
（
夏
）
句
（
后
）
又
（
有
）

疾
、
て
（
將
）
な

〉
〈〈
〈

（
撫
）
楚
、
于
刹
（
食
）【
６
】
お
（
其
）

祭
〉
〈〈
〈

」。
衆
つ
（
烏
）
乃
ひ
（
訊
）
と
（
霊
）
つ
（
烏
）
曰
、「
じ

（
夏
）
句
（
后
）
之
疾
女
（
如
）
何
」。
と
（
霊
）
つ
（
烏
）
乃
言

曰
、「
帝
命
二
黄
它
（
蛇
）
与
二
白
兔
凥
句
（
后
）
之
ぜ
（
寝
）

室
【
７
】
之
棟
、
お
（
其
）
下
畬杏
（
舍
）
句
（
后
）
疾
。
是
㐫

（
使
）
句
（
后
）
ぬ
（
疾
）〉

〈〈
〈

疾
而
不
智
（
知
）
人
。
帝
命
句
（
后
）

土
為
二

〉
〈〈
〈

ぴ
（
陵
）
屯
、
共
凥
句
（
后
）
之
牀
下
、
お
（
其
）【
８
】

ぶ
（
上
）
へ
（
刺

〉
〈〈
〈）

句
（
后
）
之
體
。
是
思
（
使
）
句
（
后
）
之

身
ぺ
（
疴
）〉

〈〈
〈

の
、
不
可
ぼ
（
及
）
于
も
（
席
）」。
衆
つ
（
烏
）
乃

が
（
往
）。

　

と
（
霊
）
つ
（
烏
）
乃
ゆ
（
歝
）
少
（
小
）
臣
之
朐
（
喉
）
渭

（
胃
）、【
９
】
少
（
小
）
臣
乃
や
（
起
）
而
行
、
至
于=

じ
句=

（
夏
后
、
夏
后
）
曰
、「
尓
隹
（
惟
）

〉
〈〈
〈

ば
」。
少
（
小
）
臣
曰
、「
我

天
と
（
霊
）」。【
10
】
じ
（
夏
）
句
（
后
）
乃
ひ
（
訊
）
少
（
小
）

臣
曰
、「
女
（
如
）
尓
天
と
（
霊
）、
而
智
（
知
）
朕
疾
」。
少

（
小
）
臣
曰
、「
我
智
（
知
）
之
」。
じ
（
夏
）
句
（
后
）
曰
、「
朕

疾
女
（
如
）
可
（
何
）」。
少
（
小
）
臣
曰
、「
帝
命
二
黄
它
（
蛇
）

与
二
白
兔
、
凥
句
（
后
）
之
ぜ
（
寝
）【
11
】
室
之
棟
、
お
（
其
）

下
畬杏
（
舍
）
句
（
后
）
疾
、
是
思
（
使
）
句
（
后
）
棼=

恂=

（
棼

棼
眩
眩
）
而
不
智
（
知
）
人
。
帝
命
句
（
后
）
土
為
二
ぴ
（
陵
）

屯
、
共
凥
句
（
后
）
之
牀
下
、【
12
】
お
（
其
）
ぶ
（
上
）
へ

（
刺
）
句
（
后
）
之
身
、
是
思
（
使
）
句
（
后
）
よ
（
昏
）
り

（
乱
）
甘

〉
〈〈
〈

心
。
句
（
后
）
女
（
如
）
耆
（
撒
）
い
（
屋
）、
殺
黄
它

（
蛇
）
与
白
兎
、
れ

〉
〈〈
〈

（
發
）
を
（
地
）
斬
ぴ
（
陵
）、
句
（
后
）
之

疾
お
（
其
）
瘳
」。【
13
】
じ
（
夏
）
句
（
后
）
乃
従
少
（
小
）
臣

之
言
、
耆
（
撒
）
い
（
屋
）、
殺
二
黄
它
（
蛇
）
与
一
白
兔
、
乃

れ
（
発
）
を
（
地
）、
又
（
有
）
二
ぴ
（
陵
）
廌
（
存
）、
乃
斬

之
。
お
（
其
）
一
白
兔
【
14
】
不
ぎ
（
得
）、
是
ぐ
（
始
）
為

〉
〈〈
〈

埤

（
陴
）
丁
者
（
諸
）
い
（
屋
）、
以
ぞ
（
御
）
白
兔
。【
15
】

【
訓
読
】

　

曰
く
、
古
赤
鳩
有
り
て
、
湯
の
屋
に
集と

ど

む
。
湯
射
て
之
を
獲

（ 124 ）



る
。
乃
ち
小
臣
に
命
じ
て
曰
く
、「
之
を
旨
羹か

ん

に
せ
よ
。
我
其
れ

之
を
享
せ
ん
」
と
。
湯
□
に
往
く
。
小
臣
既
に
之
を
羹
に
し
、
湯

后
の
妻
紝じ

ん
こ
う巟

、
小
臣
に
謂
い
て
曰
く
、「
我
に
尓
の
羹
を
嘗
せ
よ
」

と
。
小
臣
敢
え
て
嘗
せ
し
め
ざ
り
て
曰
く
、「
后
其
れ
我
を
殺
さ

ん
」
と
。
紝
巟
小
臣
に
謂
い
て
曰
く
、「
尓
我
に
嘗
せ
ざ
れ
ば
、

吾
亦
た
尓
を
殺
さ
ざ
ら
ん
や
」
と
。
小
臣
堂
下
自
り
紝
巟
に
羹
を

授
く
。
紝
巟
小
臣
よ
り
受
け
て
之
を
嘗
し
、
乃
ち
昭
然
と
し
て
、

四
荒
の
外
、
見
え
ざ
る
無
き
な
り
。
小
臣
其
の
餘
を
受
け
之
を
嘗

し
、
亦
た
昭
然
と
し
て
、
四
海
の
外
、
見
え
ざ
る
無
き
な
り
。

　

湯
廷
に
返
り
、
小
臣
饋す

す

む
。
湯
怒
り
て
曰
く
、「
孰
れ
か
吾
が

羹
を
班
す
る
」
と
。
小
臣
懼
れ
て
、
乃
ち
夏
に
逃
ぐ
。
湯
乃
ち
之

を
祓
い
、
小
臣
乃
ち
眛
く
し
て
路
に
寝
、
視
れ
ど
も
言
う
こ
と
能

わ
ず
。
衆
烏
将
に
之
を
食
わ
ん
と
す
。
霊
烏
曰
く
、「
是
れ
小
臣

な
り
、
食
ら
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
夏
后
疾
有
り
て
、
将
に
楚
を

撫
さ
ん
と
す
。
于ゆ

き
て
其
の
祭
を
食
め
」
と
。
衆
烏
乃
ち
霊
烏
に

訊
き
て
曰
く
、「
夏
后
の
疾
如
何
」
と
。
霊
烏
乃
ち
言
い
て
曰
く
、

「
帝
、
二
黄
蛇
と
二
白
兎
と
に
命
じ
て
后
の
寝
室
の
棟
に
居
ら
し

め
、
其
れ
后
に
疾
を
下
舍
す
。
是
れ
后
を
し
て
疾
に
疾
あ
り
て
、

而
し
て
人
に
知
ら
ざ
ら
し
む
。
帝
后
土
に
命
じ
て
二
陵
屯
と
為

り
、
共
に
后
の
牀
下
に
居
ら
し
め
、
其
れ
后
の
体
を
上
刺
す
。
是

れ
后
の
身
を
し
て
疴
だ
な
ら
し
め
、
席
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
。

衆
烏
乃
ち
往
く
。

　

霊
烏
乃
ち
小
臣
の
喉
胃
に
歝お

り
、
小
臣
乃
ち
起
き
て
行
き
、
夏

后
に
至
る
。
夏
后
曰
く
、「
尓
惟こ

れ
ばた

れ

か
」
と
。
小
臣
曰
く
、「
我

天
霊
な
り
」
と
。
夏
后
乃
ち
小
臣
に
訊
ね
て
曰
く
「
如
し
尓
天
霊

な
れ
ば
、
朕
の
疾
を
知
る
か
」
と
。
小
臣
曰
く
、「
我
之
を
知
る
」

と
。
夏
后
曰
く
「
朕
の
疾
如
何
」
と
。
小
臣
曰
く
、「
帝
二
黄
蛇

と
二
白
兎
に
命
じ
て
、
后
の
寝
室
の
棟
に
居
ら
し
む
、
其
れ
后
に

疾
を
下
舍
す
。
是
れ
后
を
し
て
棼
棼
眩
眩
と
し
て
而
し
て
人
に
知

ら
ざ
ら
し
む
。
帝
后
土
に
命
じ
て
二
陵
屯
と
為
り
、
共
に
后
の
牀

下
に
居
ら
し
め
、
其
れ
后
の
体
を
上
刺
す
。
是
れ
后
を
し
て
昏
乱

甘
心
せ
し
む
。
后
如
し
屋
を
撒
し
て
、
黄
蛇
と
白
兎
と
を
殺
し
、

地
を
発
し
て
陵
を
斬
ら
ば
、
后
の
疾
其
れ
瘳い

ゆ
」
と
。
夏
后
乃
ち

小
臣
の
言
に
従
い
、
屋
を
撒
し
、
二
黄
蛇
と
一
白
兎
と
を
殺
し
、

乃
ち
地
を
発
し
、
二
陵
存
す
る
有
り
て
、
乃
ち
之
を
斬
る
。
其
れ

一
白
兎
を
得
ず
、
是
れ
始
め
て
陴
を
為
し
諸
屋
を
丁
し
て
、
以
て

白
兎
を
御ふ

せ

ぐ
。

【
現
代
語
訳
】

　

昔
、
赤
鳩
が
湯
の
（
家
の
）
屋
根
に
止
ま
っ
た
。
湯
は
（
そ
れ

を
）
射
て
捕
え
た
。
そ
し
て
小
臣
に
「
こ
れ
を
旨
羹
に
せ
よ
。
私

は
こ
れ
を
食
そ
う
」
と
命
じ
た
。
湯
は
□
に
向
か
っ
た
。
小
臣
は

既
に
こ
れ
を
羹
に
し
（
た
際
）、
湯
の
妻
で
あ
る
紝
巟
は
、
小
臣

に
こ
う
言
っ
た
。「
私
に
お
前
が
作
っ
た
羹
を
食
べ
さ
せ
よ
」
と
。
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小
臣
は
あ
え
て
（
紝
巟
に
）
食
べ
さ
せ
ず
に
こ
う
言
っ
た
、「（
紝

巟
が
羹
を
食
べ
て
し
ま
え
ば
）
湯
は
、
私
を
殺
す
で
し
ょ
う
」

と
。
紝
巟
は
小
臣
に
こ
う
言
っ
た
、「
お
前
が
私
に
（
羹
を
）
食

べ
さ
せ
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
私
が
お
前
を
殺
し
て
し
ま
う
だ
ろ

う
」
と
。
小
臣
は
堂
下
か
ら
（
上
が
っ
て
）
紝
巟
に
羹
を
献
上
し

た
。
紝
巟
は
小
臣
か
ら
（
羹
を
）
受
け
と
っ
て
食
べ
、
そ
う
す
る

と
（
視
界
が
）
は
っ
き
り
と
し
て
、
四
方
の
果
て
よ
り
外
で
も
見

え
な
い
も
の
が
無
か
っ
た
。
小
臣
は
そ
の
余
り
を
受
け
取
っ
て
羹

を
食
べ
る
と
、
ま
た
（
視
界
が
）
は
っ
き
り
と
し
て
、
四
方
の
果

て
よ
り
外
で
も
見
え
な
い
も
の
が
無
か
っ
た
。

　

湯
は
廷
に
返
る
と
、
小
臣
は
（
湯
に
余
っ
た
羹
を
）
す
す
め

た
。
湯
は
激
怒
し
て
言
っ
た
。「
誰
が
私
の
羹
を
分
け
与
え
た
の

か
」
と
。
小
臣
は
懼
れ
て
、
夏
に
逃
亡
し
た
。
湯
は
、
伊
尹
が
逃

亡
し
た
と
い
う
不
祥
を
祓
い
、（
そ
の
結
果
、
不
祥
の
原
因
で
あ

る
）
小
臣
は
体
が
悪
く
な
っ
て
路
で
臥
し
て
、
見
る
こ
と
は
で
き

て
も
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
衆
烏
が
（
現
れ

て
）
小
臣
を
食
べ
よ
う
と
し
た
。（
そ
こ
に
）
霊
烏
が
（
現
れ
て
）

言
っ
た
、「
こ
れ
は
小
臣
で
あ
る
。
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
夏
王

は
病
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
よ
う
と
し
て

（
祭
祀
を
し
て
）
い
る
。（
小
臣
で
は
な
く
）
そ
の
供
え
物
を
食
べ

ろ
」
と
。
衆
烏
が
霊
烏
に
問
う
た
。「
夏
王
の
病
気
は
ど
の
よ
う

か
」
と
。
霊
烏
は
言
っ
た
。「
帝
は
、
二
匹
の
黄
蛇
と
二
匹
の
白

兎
と
に
命
じ
て
夏
王
の
寝
室
の
棟
（
屋
根
の
最
上
部
）
に
居
ら
せ

て
、
そ
れ
ら
が
夏
王
に
病
を
や
ど
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
夏

王
は
非
常
に
病
が
重
く
な
り
、（
そ
の
こ
と
は
）
人
に
知
ら
れ
て

い
な
い
。（
さ
ら
に
）
帝
は
后
土
に
命
じ
て
二
つ
の
丘
陵
に
な
ら

せ
、
共
に
夏
王
の
牀
下
に
居
る
よ
う
に
さ
せ
て
、
后
の
体
を
刺
さ

せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
夏
王
の
身
は
病
に
か
か
り
、
席
に
座
る
こ

と
も
で
き
な
い
」
と
。
衆
烏
は
去
っ
た
。

　

霊
烏
は
小
臣
の
喉
胃
に
い
て
、（
そ
れ
に
よ
っ
て
）
小
臣
は
起

き
て
行
（
く
こ
と
が
で
き
）、
夏
王
の
も
と
に
至
っ
た
。
夏
王
は

言
っ
た
。「
お
前
は
何
者
か
」
と
。
小
臣
は
言
っ
た
。「
私
は
天
霊

で
す
」
と
。
夏
王
は
小
臣
に
訊
ね
た
。「
も
し
お
前
が
天
霊
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
私
の
病
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
。
小
臣

は
言
っ
た
。「
私
は
病
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
」
と
。
夏
王
は

言
っ
た
。「
私
の
病
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
」
と
。
小
臣
は
言
っ

た
。「
帝
が
、
二
匹
の
黄
蛇
と
二
匹
の
白
兎
に
命
じ
て
夏
王
の
寝

室
の
棟
に
居
る
よ
う
に
さ
せ
て
、
そ
れ
ら
が
夏
王
に
病
を
や
ど
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
夏
王
は
非
常
に
病
が
重
く
な
り
、

（
そ
の
こ
と
は
）
人
に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。（
さ
ら
に
）
帝
は
后

土
に
命
じ
て
二
つ
の
丘
陵
に
な
ら
せ
、
共
に
夏
王
の
牀
下
に
居
る

よ
う
に
さ
せ
て
、
后
の
体
を
刺
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
夏

王
は
（
病
で
）
意
識
が
乱
れ
て
ぼ
ん
や
り
し
て
い
ま
す
。
夏
王
が

も
し
屋
根
を
撤
去
し
て
、
黄
蛇
と
白
兎
と
を
殺
し
、（
今
い
る
）
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地
を
掘
り
起
こ
し
て
丘
陵
を
斬
れ
ば
、
夏
王
の
病
は
癒
え
ま
す
」

と
。
夏
王
は
小
臣
の
言
葉
に
従
い
、
屋
根
を
撤
去
し
、
二
匹
の
黄

蛇
と
一
匹
の
白
兎
を
殺
し
、
地
を
掘
り
起
こ
し
て
、
二
つ
の
丘
陵

を
斬
っ
た
。
白
兎
を
一
匹
取
り
逃
し
た
が
、
は
じ
め
て
陴
を
築
い

て
、
部
屋
（
の
防
御
に
）
に
当
て
、
そ
こ
で
白
兎
を
防
い
だ
。

【
注
釈
】

〈
１
〉	

「
曰
」
に
つ
い
て
。
基
本
的
に
「
曰
く
」
と
訓
読
す
る
際

は
、
人
物
名
お
よ
び
書
物
名
が
前
に
存
在
す
る
が
、『
赤

あ
』
に
は
見
え
な
い
。
そ
の
他
、『
赤
あ
』
と
同
類
の
用

例
と
し
て
長
沙
子
弾
庫
帛
書
に
「
曰
故
（
古
）」
と
あ
る
。

〈
2
〉	

「
あ
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
、「
鵠
」
と
す
る
。
こ
の
根

拠
と
し
て
、「
あ
」（
見
母
幽
部
）
と
「
鵠
」（
見
母
覚
部
）

は
対
転
の
関
係
に
あ
り
、
通
用
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
ま

た
、『
楚
辞
』
天
問
「
縁
鵠
飾
玉
、
后
帝
是
饗
（
鵠
を
縁か

ざ

り
玉
を
飾
り
て
、
后
帝
是
れ
饗
け
た
り
）」
の
王
逸
注
に
、

「
后
帝
、
謂
殷
湯
。
言
伊
尹
始
仕
、
因
縁
烹
鵠
鳥
之
羹
、

修
玉
鼎
以
事
於
湯
、
湯
賢
之
、
遂
以
為
相
也
（
后
帝
は
、

殷
湯
を
謂
う
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
伊
尹
始
め
て
仕
う
る

に
、
鵠
鳥
の
羹
を
烹に

、
玉
鼎
を
修か

ざ

る
に
因
縁
し
て
以
て
湯

に
仕
え
、
湯
之
を
賢
と
し
、
遂
に
以
て
相
と
為
る
）」
と

あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、『
楚
辞
』
本
文
か
ら
王

逸
注
の
よ
う
な
内
容
は
窺
え
ず
、
ま
た
そ
の
根
拠
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
王
逸
注
で
伊
尹
と
鵠
が
関
係
す

る
記
述
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
文
献
の
「
あ
」
を

「
鵠
」
と
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
根
拠
に
乏
し
い
。

　

一
方
Ｃ
で
は
、「
あ
」
を
「
鳩
」
と
す
る
。『
全
後
漢

文
』
卷
八
十
六
に
「
殷
湯
、
有
白
鳩
之
祥
（
殷
湯
、
白
鳩

の
祥
有
り
）」
と
あ
り
、
こ
の
記
述
か
ら
湯
と
「
鳩
」
が

関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｃ
で
は
、「
赤
鳩
」
で

は
な
く
「
白
鳩
」
で
あ
る
理
由
を
こ
の
よ
う
に
説
明
す

る
。『
赤
あ
之
集
湯
之
屋
』
の
時
代
（
戦
国
時
代
）
に
は

五
行
説
の
影
響
が
ま
だ
存
在
せ
ず
、『
全
後
漢
文
』
の
時

代
（
三
国
時
代
）
に
な
る
と
、
五
行
説
の
影
響
を
受
け

て
、「
赤
鳩
」
か
ら
「
白
鳩
」
に
変
化
し
た
と
す
る
。
ま

た
Ｃ
は
、「
あ
」（
見
母
幽
部
）
は
「
鵠
」（
見
母
覚
部
）

よ
り
、「
鳩
」（
見
母
幽
部
）
の
ほ
う
が
音
が
近
い
こ
と
も

根
拠
と
し
て
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
Ｃ
の
説
に
従
う
。

〈
3
〉	

「
小
臣
」
に
つ
い
て
。「
小
臣
」
は
伊
尹
の
こ
と
を
指
す
。

『
楚
辞
』
天
問
の
王
逸
注
に
「
小
臣
、
謂
伊
尹
也
」
と
あ

り
、
ま
た
『
呂
氏
春
秋
』
尊
師
に
も
「
湯
師
小
臣
」
と
あ

り
、
高
誘
注
に
「
小
臣
、
謂
伊
尹
」
と
あ
る
。

〈
4
〉	

「
□
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
、
湯
王
が
向
か
っ
た
土
地

の
名
前
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
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〈
5
〉	

「
紝
巟
」
に
つ
い
て
。『
呂
氏
春
秋
』
本
味
に
、「
湯
聞
伊

尹
、
使
人
請
之
有
侁
氏
。
有
侁
氏
不
可
。
伊
尹
亦
欲
帰

湯
。
湯
於
是
請
取
婦
為
婚
。
有
侁
氏
喜
、
以
伊
尹
為
媵
、

送
女
。（
湯
、
伊
尹
を
聞
き
、
人
を
し
て
之
を
有
侁
氏
に

請
わ
し
む
。
有
侁
氏
可き

か
ず
。
伊
尹
も
亦
た
湯
に
帰
せ
ん

こ
と
を
欲
す
。
湯
、
是
に
於
て
請
う
て
婦
を
取め

と

り
て
婚
を

為
す
。
有
侁
氏
喜
び
て
、
伊
尹
を
以
て
媵
と
為
し
、
女
を

送
ら
し
む
。）」
と
あ
る
。
原
釈
で
は
、「
紝
巟
」
を
有
侁

氏
の
女
で
湯
の
妻
に
な
っ
た
人
物
の
名
で
あ
る
と
す
る
。

〈
6
〉	

「
小
臣
自
堂
下
授
紝
巟
羹
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
堂
上

に
居
た
紝
巟
へ
、
小
臣
が
堂
の
下
か
ら
羹
を
献
上
す
る
場

面
で
あ
る
。

〈
7
〉	

「
四
荒
」
に
つ
い
て
。『
楚
辞
』
離
騷
「
忽
反
顧
以
遊
目

兮
、
将
往
観
乎
四
荒
。（
忽
ち
反
顧
し
て
以
て
目
を
遊
ば

し
め
、
将
に
往
き
て
四
荒
を
見
ん
と
す
。）」
の
王
逸
注

に
、「
荒
、
遠
也
（
荒
は
、
遠
な
り
）。」
と
あ
る
。
後
述

の
「
四
海
」
と
同
意
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
8
〉	

「
ざ
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
、
音
通
関
係
か
ら
「
廷
」

（『
説
文
解
字
』
巻
三
、
廴
部 

「
廷
、
朝
中
也
。」『
広
雅
』

釈
室
「
宮
也
。」）
と
解
釈
す
る
。
Ｅ
で
は
、「
ざ
」
を
地

名
だ
と
す
る
が
、
地
名
と
し
て
の
「
ざ
」
の
詳
細
は
不
明

な
の
で
、
保
留
し
て
原
釈
の
説
に
従
っ
た
。

〈
9
〉	

「
洀
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
「
洀
」
を
「
調
」
と
し
て

（
共
に
幽
部
で
通
用
）「
発
取
」（
徴
集
・
徴
発
）
の
意
味

（『
漢
書
』
王
莽
伝
注
「
謂
発
取
也
。」）
だ
と
し
て
い
る
。

一
方
、
Ｄ
で
は
「
盗
」
と
す
る
。「
洀
」（
章
母
幽
部
）
と

「
盗
」（
定
部
宵
部
）
は
、
同
母
で
も
同
部
で
も
な
い
が
、

韻
母
が
近
い
こ
と
か
ら
通
じ
る
と
主
張
す
る
。
Ｋ
は
「
班

（
分
け
与
え
る
）」（『
説
文
解
字
』
玨
部 

「
班
、分
瑞
玉
」）

と
す
る
。『
管
子
』
小
問
篇
に
「
意
者
、
君
乗
駁
馬
而
洀

桓
、
迎
日
而
馳
乎
。（
意
う
に
、
君
、
駁
馬
に
乗
り
て
洀

桓
し
、
日
を
迎
え
て
馳
せ
る
や
。）」
の
注
に
「
洀
、
古
盤

字
。」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、「
盤
」
と
「
班
」

が
通
用
し
て
い
る
と
し
て
、
最
終
的
に
「
洀
」
を
「
班
」

と
す
る
。「
調
」
は
文
脈
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。「
盗
」

は
、
文
脈
に
当
て
は
ま
る
が
、「
洀
」=

「
盗
」
と
す
る

用
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
文
脈
と
『
管
子
』
の
記
述

か
ら
Ｋ
の
説
に
従
っ
た
。

〈
10
〉	

「

（
祓
）」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
未
隷
定
だ
が
、

巫
祝
に
関
係
す
る
語
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
Ｊ
で
は

「
祓
」
と
隷
定
す
る
。
根
拠
と
し
て
『
呂
氏
春
秋
』
本
味

篇
に
「
湯
得
伊
尹
、
祓
之
於
廟
、
爝
以
爟
火
、
釁
以
犧
猳

（
湯
、
伊
尹
を
得
、
之
を
廟
に
祓
い
、
爝し

ゃ
くす

る
に
爟
火
を

以
て
し
、
釁き

ん

す
る
に
犧
猳
を
以
て
す
）。」
と
あ
っ
て
、
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『
赤
あ
』
と
同
じ
く
湯
と
伊
尹
が
登
場
す
る
所
に
「
祓
」

が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。（
Ｊ
は
、
本
味
篇
の

こ
の
説
話
と
本
文
献
は
元
々
一
つ
で
あ
っ
た
話
が
分
化
し

た
も
の
だ
と
推
測
す
る
）
ま
た
、「
祓
」
は
本
来
巫
術
の

一
種
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。（『
周
礼
』
春
官
「
女

巫
、
掌
歲
時
祓
除
・
釁
浴
。（
女
巫
、
歲
時
の
祓
除
・
釁

浴
を
掌
る
。）」）
Ｊ
は
、「
湯
乃
祓
之
、
小
臣
乃
眛
而
寝
於

路
」
を
、「
湯
は
伊
尹
が
逃
げ
た
と
い
う
不
祥
を
祓
い
、

同
時
に
伊
尹
を
呪
詛
し
た
。
そ
の
結
果
、
伊
尹
の
身
に
異

変
が
起
こ
り
、
道
で
動
け
な
く
な
っ
た
」
と
解
釈
す
る
。

つ
ま
り
、「
祓
」
に
「
不
祥
を
祓
う
」
と
「
呪
詛
す
る
」

の
両
方
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
現
代
語

訳
と
し
て
は
通
読
で
き
る
が
、
後
者
の
用
例
は
見
当
た
ら

な
い
。（
前
者
は
、『
荀
子
』
議
兵
篇
「
莫
不
毒
孽
、
若
祓

不
祥
（
毒
孽げ

つ

と
せ
ざ
る
こ
と
莫
く
、
不
祥
を
祓
う
が
ご
と

し
）」
等
の
用
例
が
あ
る
）
よ
っ
て
、「

」
を
「
祓
」

と
隷
定
は
す
る
が
、「
不
祥
を
祓
う
」
だ
け
の
意
味
で
取

り
、
現
代
語
訳
を
「
湯
が
、
伊
尹
が
逃
亡
し
た
と
い
う
不

祥
を
祓
っ
た
結
果
、
不
祥
の
原
因
で
あ
る
小
臣
は
道
で
動

け
な
く
な
っ
た
」
と
し
た
。

〈
11
〉「
衆
烏
」
に
つ
い
て
。「
衆
」
と
あ
る
の
で
、
多
数
の
烏
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
霊
烏
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
神
秘
的
な
力
は
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
12
〉「

（
ど
）
つ
（
烏
）」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
「

」

を
「
と
」
と
隷
定
し
「
巫
」
と
通
用
す
る
と
す
る
が
、

「
巫
烏
」
に
つ
い
て
は
未
釈
。
ま
た
、「
天
巫
」
に
関
し
て

も
未
釈
。
Ｊ
・
Ｎ
で
は
、「

」
を
「
ど
」
と
隷
定
し
、

「
霊
」
と
通
用
す
る
と
す
る
。
根
拠
は
、
以
下
の
通
り
で

あ
る
。「

」
の
文
字
の
書
き
ぶ
り
は
、
一
見
、「
巫
」

の
下
に
「
口
」
と
い
う
作
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
下
の
部
分
は
「
言
」
で
あ
る
。
古
字
に
お
い
て

「
口
」
と
「
言
」
の
区
別
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
（「
咏
」
と

「
詠
」、「
呼
」
と
「
ヨ
」
等
）。
ま
た
、『
康
煕
字
典
』
丑

集
上
・
口
字
部
に
「
ど
、『
正
字
通
』
鍾
鼎
文
霊
字
、
見

『
古
音
猟
要
』」
と
あ
り
、
注
に
「
按
『
集
韻
』
霊
古
作

ど
。
不
云
作
と
。『
篇
海
類
編
』
有
と
字
、
丑
栗
切
。
義

闕
、
今
無
考
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
字
彙
補
』
丑
集
・
口

部
に
は
「
と
、
鼎
文
霊
字
。
見
『
奇
字
韻
』。」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
前
者
で
は
「
ど
」
を
「
霊
」
と
し
、
後
者
で
は

「
と
」
は
「
霊
」
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
ど
」
に
し
ろ

「
と
」
に
し
ろ
、「
霊
」
と
通
用
す
る
可
能
性
は
存
在
す

る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、「

」
を
「
ど
」
と
隷
定

し
、「
霊
」
と
通
用
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
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Ｊ
・
Ｎ
は
、「
霊
烏
」
を
、「
神
烏
」（『
玉
篇
』「
霊
、

神
霊
也
。」）
と
解
釈
す
る
。
Ｊ
・
Ｎ
に
よ
れ
ば
、
古
人

は
、
不
思
議
な
力
を
持
つ
動
植
物
の
頭
に
「
霊
」
を
し
ば

し
ば
付
け
た
（
霊
獣
・
霊
禽
、
霊
木
等
）。
ま
た
、
Ｊ
・

Ｎ
に
よ
れ
ば
、「
巫
」
と
い
う
の
は
、
神
に
事
え
る
「
人
」

の
こ
と
を
表
す
た
め
、「
巫
烏
」
と
い
う
の
は
お
か
し
い

と
す
る
。
ま
た
、
後
文
に
存
在
す
る
「
天
ど
」
も
「
天

霊
」（
天
神
）
と
解
釈
す
る
。「
天
霊
」
は
『
呉
越
春
秋
』

勾
踐
伐
呉
外
伝
・
勾
踐
二
十
七
年
に
「
蒙
天
霊
之
祐
・
神

祇
之
福
（
天
霊
の
祐
・
神
祇
の
福
を
蒙
る
）」
と
あ
る
。

ま
た
、
長
沙
子
弾
庫
帛
書
に
も
「
天
霊
」
の
用
例
が
見
ら

れ
る
。

　
『
楚
辞
』
九
歌
「
霊
偃
蹇
兮
姣
服
、
芳
菲
菲
兮
満
堂

（
霊
、
偃
蹇
と
し
て
姣
服
し
、
芳
、
菲
菲
と
し
て
堂
に
満

つ
）。」
の
王
逸
注
に
「
霊
、
巫
也
。
楚
人
名
巫
為
霊
（
霊

は
、
巫
な
り
。
楚
人
、
巫
を
名
づ
け
て
霊
と
為
す
）。」
と

あ
る
の
で
、
Ｊ
・
Ｎ
の
説
も
、
巫
に
関
係
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。「
霊
烏
」
に
関
し
て
は
、
上
述
の
理
由
よ
り
、

Ｊ
・
Ｎ
の
説
が
有
力
だ
と
考
え
る
。「
天
霊
」
に
つ
い
て

は
、「
天
巫
」
で
も
通
読
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
、「
天
巫
」
の
用
例
は
見
当
た
ら
ず
、
さ
ら
に
、

こ
の
語
句
が
、
何
事
も
知
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
に
事
え
る
「
天
巫
」
よ
り
も
、

神
自
体
を
示
す
「
天
霊
」
の
ほ
う
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と

考
え
る
。

〈
13
〉	

「
な
楚
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
、「
撫
楚
」
と
釈
読
し
、

「
撫
」
は
「
安
ん
ず
」、「
楚
」
は
『
説
文
解
字
定
声
』
に

「
酸
辛
苦
痛
之
意
也
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
酸
辛
苦
痛
」

の
意
だ
と
す
る
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、「
な
楚
」
は
「
苦

し
み
を
和
ら
げ
る
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
一
方
Ｅ
は
、

「
な
」
を
「
雩
」
と
釈
読
し
、「
病
を
取
り
除
く
祭
を
行

う
」
の
意
だ
と
解
釈
す
る
。
ま
た
「
楚
」
は
「
荊
棘
」
の

意
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
Ｅ
は
「
雩
楚
」
を
「
病
と
い
う
荊

棘
を
取
り
除
く
祭
を
行
う
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
確
か
に
、「
な
楚
」
の
下
に
は
「
祭
」
の
字
が
見

え
、「
な
」
を
「
雩
」
と
釈
読
す
れ
ば
、
意
味
も
通
り
や

す
く
な
る
。
し
か
し
、
Ｅ
も
自
ら
述
べ
て
い
る
通
り
、

「
雩
」
は
「
雨
乞
い
の
祭
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、「
病
を

取
り
除
く
祭
を
行
う
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
例
は
未
見

で
あ
る
た
め
、
Ｅ
の
説
は
一
旦
保
留
し
て
、
原
釈
の
説
に

従
っ
た
。

〈
14
〉	
「
祭
」
は
、
祭
祀
で
出
さ
れ
る
供
物
の
意
。

〈
15
〉	
「
疾
疾
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
上
を
「
疾
速
」
に
、
下

を
「
疾
病
」
の
意
で
取
り
、「
非
常
に
早
く
病
に
か
か
る
」
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の
意
だ
と
す
る
。
一
方
Ｅ
で
は
、
後
文
で
対
応
し
て
い
る

「
棼
棼
眩
眩
」
は
「
重
病
昏
乱
」
の
様
子
で
あ
り
、
こ
れ

と
の
関
係
か
ら
「
病
が
非
常
に
重
い
」
の
意
と
す
る
。

「
非
常
に
早
く
病
に
か
か
る
」
は
、
通
釈
す
る
と
や
や
唐

突
な
印
象
が
あ
り
、
ま
た
「
棼
棼
眩
眩
」
と
の
関
係
か
ら

Ｅ
の
説
に
従
っ
た
。

〈
16
〉	

「
ぴ
屯
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
、「
陵
屯
」
と
し
て
「
丘

陵
」
の
意
と
す
る
。
一
方
Ｊ
で
は
、「
蔆
杶
」
と
し
て
、

「
菱
」「
筍
」
の
よ
う
な
突
起
物
で
あ
る
と
解
釈
し
、「
后

土
が
菱
・
筍
と
な
り
（
も
し
く
は
作
り
）、
こ
れ
ら
が
桀

王
を
刺
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
桀
王
は
痛
み
を
覚
え
た
」

と
解
釈
す
る
。
后
土
は
、
地
の
神
・
社
、
ま
た
は
土
地
そ

の
も
の
を
表
す
。
后
土
が
菱
や
筍
と
な
る
（
も
し
く
は
作

る
）
の
は
、
あ
ま
り
に
も
直
接
的
で
あ
り
、
も
し
こ
の
よ

う
な
状
況
な
ら
ば
、
桀
王
は
伊
尹
に
聞
く
ま
で
も
無
く
痛

み
の
原
因
を
認
識
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
原
釈

に
従
っ
て
解
釈
し
た
。

〈
17
〉	

「
上
刺
」
は
「
下
か
ら
上
に
刺
す
」
の
意
。

〈
18
〉	

「
疴
だ
」
に
つ
い
て
。
疴
は
『
説
文
解
字
』
に
「
疴
、
病

也
。」
と
あ
る
。「
だ
」
は
、『
広
雅
』
釈
詁
二
に
「
だ
、

痛
也
。」
と
あ
る
。

〈
19
〉	

「
ばた

れ

」
に
つ
い
て
。『
説
文
解
字
』
に
「
ば
、
誰
也
。」
と

あ
る
。

〈
20
〉	

「
甘
心
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
、「
苦
し
む
」
の
意
で
と

る
。（『
詩
経
』
衛
風
「
願
言
思
伯
、
甘
心
首
疾
（
願
言
と

し
て
伯
を
思
い
、
甘
心
し
て
首
を
疾
ま
し
む
）。」
鄭
箋

「
我
念
思
伯
、
心
不
能
已
、
如
人
心
嗜
欲
所
貪
、
口
味
不

能
絶
也
（
我
伯
を
念
思
し
、
心
已
む
こ
と
能
わ
ず
、
人

心
、
嗜
欲
貪
る
所
、
口
味
絶
つ
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が
ご
と

き
な
り
）。」）
一
方
Ｊ
で
は
、「
甘
」
は
『
方
言
』
に
「
エ
、

或
也
。
沅
澧
之
間
、
凡
言
「
或
如
此
」、
曰
「
エ
若
是
」。」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
楚
語
の
「
エ
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま

た
、
郭
璞
注
に
「
此
亦
轌
声
之
転
耳
。」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、「
甘
心
」
を
「
憨
心
」（
ぼ
ん
や
り
す
る
）
も
し
く
は

「
惑
心
」
と
解
釈
す
る
。
通
釈
す
る
と
Ｊ
の
「
憨
心
」
の

説
が
最
も
通
り
が
よ
い
の
で
Ｊ
の
説
に
従
っ
た
。

〈
21
〉	

「
れ
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
、「
れ
」（
廡
母
質
部
）
と

釈
読
し
、「
発
」（
廡
母
月
部
）
と
音
通
（
対
転
）
関
係
か

ら
「
発
」
で
読
む
。
一
方
Ａ
で
は
、「
藪
」
と
し
て
「
掘

る
」
の
意
味
で
と
る
。
ま
た
Ｊ
で
は
、「
芒
」
と
し
て

「
掘
り
起
こ
す
」
の
意
味
で
と
る
。「
発
」
に
も
「
掘
り
起

こ
す
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
共
通
す
る
た

め
、
読
み
替
え
ず
原
釈
に
従
っ
た
。

〈
22
〉	

「
為
陴	
（
丁
）
諸
屋
」
に
つ
い
て
。
原
釈
で
は
「
埤
」
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を
「
陴
」
と
し
、「
城
上
に
あ
る
塀
」（『
説
文
解
字
』「
陴
、

城
上
女
牆
。」）
の
意
と
す
る
。
ま
た
「

」
を
「
丁
」

と
隷
定
し
、「
当
」
と
通
用
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
為

陴
当
諸
屋
」
を
、「
陴
を
築
い
て
、
部
屋
（
の
防
御
に
）

に
当
て
た
」
と
解
釈
す
る
。
Ｆ
で
は
、「
埤
」
を
「
萆
」

（
蓑
衣
、
雨
具
の
一
種
）
も
し
く
は
「
蔽
」
と
し
て
、

「

」
を
「
覆
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
為
萆
（
も
し
く

は
蔽
）
覆
諸
屋
」
を
、「
蓑
衣
（
も
し
く
は
遮
蔽
物
と
な

る
も
の
）
を
築
い
て
、
そ
れ
で
部
屋
（
の
上
）
を
覆
っ

た
」
と
解
釈
す
る
。
Ｌ
は
、「

」
を
「
倒
」
と
し
て
、

「
為
陴
倒
諸
屋
」
を
「
陴
を
築
い
て
、
そ
れ
を
部
屋
に
置

い
た
」
と
解
釈
す
る
。
ま
た
Ｌ
は
、「
陴
」
を
巫
術
に
用

い
る
道
具
だ
と
推
測
し
て
お
り
、
一
種
の
魔
除
け
の
よ
う

な
も
の
と
見
な
す
。
Ｍ
は
、
原
釈
と
同
じ
く
「

」

を
「
丁
」
と
隷
定
す
る
が
、「
釘
」
と
通
用
し
て
い
る
と

し
、「
為
陴
釘
諸
屋
」
を
「
陴
を
築
い
て
、
そ
れ
を
城
の

上
に
固
定
し
た
」
と
解
釈
す
る
。
い
ず
れ
も
、
逃
げ
た
白

兎
の
再
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
で
あ
る
が
、
原
釈
の
解

釈
が
最
も
妥
当
だ
と
判
断
し
、
従
っ
た
。

三
、『
赤
チ
之
集
湯
之
屋
』
の
文
献
的
性
格

（
一
）
成
立
年
代
に
つ
い
て　

　

次
に
、『
赤
あ
』
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
基
礎
的
な
検
討
を

行
う
。
ま
ず
は
、
成
立
年
代
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
管
見
の
限

り
、『
赤
あ
』
本
文
か
ら
成
立
年
代
を
推
定
し
う
る
情
報
は
得
ら

れ
な
い
。
し
か
し
、
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
、
清
華
大
学
が
行
っ

た
鑑
定
会
と
炭
素
測
定
の
数
値
が
参
考
に
な
る
。『
清
華
大
学
蔵

戦
国
竹
書
（
壹
）（

注
１
）』「

前
言
」
に
よ
れ
ば
、
清
華
大
学
は
、
中

国
を
代
表
す
る
十
一
人
の
専
門
家
に
清
華
簡
の
鑑
定
を
依
頼
し
、

そ
の
文
字
・
内
容
等
か
ら
、
清
華
簡
は
戦
国
中
晩
期
の
資
料
で
あ

る
と
判
定
さ
れ
た
。

　

ま
た
清
華
大
学
は
、
こ
の
判
定
を
証
明
す
る
た
め
、
北
京
大
学

加
速
器
質
譜
実
験
室
と
第
四
紀
年
代
測
定
実
験
室
と
に
対
し
て
、

科
学
的
な
方
法
で
竹
簡
年
代
の
分
析
を
依
頼
し
た
。
実
験
室
は
、

文
字
の
記
さ
れ
て
い
な
い
竹
簡
の
残
片
を
用
い
た
Ａ
Ｍ
Ｓ
法
に
よ

る
炭
素
十
四
年
代
測
定
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
紀
元
前
三
〇
五

年
±
三
〇
年
と
の
数
値
が
得
ら
れ
、
清
華
簡
が
戦
国
中
晩
期
で
あ

る
と
い
う
専
門
家
の
判
定
が
裏
付
け
ら
れ
た
。
よ
っ
て
『
赤
あ
』

の
書
写
年
代
は
、
お
よ
そ
戦
国
中
晩
期
で
あ
り
、
ま
た
文
献
の
流

布
す
る
期
間
を
考
慮
す
れ
ば
、
成
立
年
代
は
さ
ら
に
遡
る
（
戦
国
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前
期
、
も
し
く
は
そ
れ
以
前
）
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
巫
術
性
と
地
域
性
に
つ
い
て

　

整
理
者
に
よ
れ
ば
、
本
文
献
の
最
大
の
特
色
は
、
強
烈
な
巫
術

性
で
あ
る
と
い
う
。
本
文
献
で
の
巫
術
的
要
素
を
、
具
体
的
に
示

す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
湯
が
小
臣
（
伊
尹
）
を
「
乃

ち
眛
く
し
て
路
に
寝
、
視
れ
ど
も
言
う
こ
と
能
わ
ず
」
と
い
っ
た

状
態
に
陥
ら
せ
た
こ
と
や
、
帝
が
、「
二
黄
蛇
と
二
白
兎
と
に
命

じ
て
后
の
寝
室
の
棟
に
居
ら
し
む
」「
后
土
に
命
じ
て
二
陵
屯
と

為
り
、
共
に
后
の
牀
下
に
居
ら
し
め
、
其
れ
后
の
体
を
上
刺
す
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
夏
后
（
桀
王
）
が
病
に
冒
さ
れ
た
と
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
他
、
食
べ
る
と
見
え
な
い
も
の
が
無
く
な
る
ほ
ど
目
が

良
く
な
る
「
赤
あ
」
の
存
在
や
、
言
葉
を
話
す
こ
と
が
出
来
る

「
衆
烏
」「
霊
烏
」
の
存
在
が
、『
赤
あ
』
に
お
け
る
巫
術
的
要
素

だ
と
言
え
る
。

　

地
域
性
に
つ
い
て
も
、
既
に
整
理
者
に
よ
っ
て
推
測
が
な
さ
れ

て
い
る
。
整
理
者
は
、『
赤
あ
』
が
楚
と
関
係
の
深
い
文
献
で
あ

る
、
と
推
測
し
、
そ
の
根
拠
を
二
点
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
第
一

に
、『
赤
あ
』
に
見
え
る
強
烈
な
巫
術
性
は
、
楚
人
が
巫
鬼
を
信

じ
る
と
い
う
習
俗
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
第
二
に
、『
赤
あ
』
に
見
え
る
内
容
は
、『
楚
辞
』
天
問
に
あ

る
「
縁
鵠
飾
玉
、
后
帝
是
饗
」
と
関
連
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
整

理
者
は
、
こ
の
二
点
か
ら
『
赤
あ
』
は
当
時
楚
地
に
伝
わ
っ
て
い

た
伊
尹
故
事
の
一
つ
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
こ
こ
で
少
し
、『
赤

あ
』
の
地
域
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
、
整
理
者
の
提
示
す
る
第
一
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
確
か
に
、『
漢
書
』
地
理
志
下
に
は
、
楚
が
「
信
巫
鬼
、
重

淫
祀
」
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
ま
た
、
楚
文
化
を
色
濃

く
残
す
と
さ
れ
る
『
楚
辞
』
に
は
、
巫
が
多
く
登
場
す
る
。
ま

た
、
清
華
簡
は
楚
文
字
で
書
さ
れ
て
お
り
、
実
際
、
清
華
簡
『
楚

居
』（

注
2
）は

、
楚
と
関
わ
り
が
深
い
文
献
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
『
赤
あ
』
が
楚
と
関
わ

り
が
深
い
文
献
だ
と
推
測
す
る
の
は
慎
重
を
期
す
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
年
に
は
、
民
衆
が

景
公
を
恨
ん
で
呪
詛
し
、
景
公
が
病
に
か
か
る
と
い
う
記
述
が
存

在
す
る
。
こ
れ
は
、『
赤
あ
』
で
伊
尹
が
「
乃
ち
眛
く
し
て
路
に

寝
、
視
れ
ど
も
言
う
こ
と
能
わ
ず
」
と
い
う
状
態
に
陥
っ
た
こ
と

や
、
桀
王
が
病
に
冒
さ
れ
た
こ
と
と
類
似
す
る
。
こ
の
記
事
は
、

特
別
楚
を
関
わ
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、『
赤
あ
』
の
巫

術
的
要
素
で
も
っ
て
、『
赤
あ
』
が
楚
文
献
で
あ
る
根
拠
と
す
る

の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、『
墨
子
』
明
鬼
篇
に
は
、『
赤
あ
』
の
よ
う
に
巫
術
的
要

素
を
含
む
記
事
が
多
数
存
在
す
る
が
、
特
段
楚
と
関
わ
り
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
記
事
が
多
く
含
ま
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、『
赤
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あ
』
の
巫
術
性
＝
楚
文
献
の
根
拠
と
見
な
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と

が
わ
か
る
。

　

次
に
、
第
二
の
根
拠
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ま
ず
、
問
題
と

な
る
『
楚
辞
』
天
問
「
縁
鵠
飾
玉
、
后
帝
是
饗
」
に
つ
い
て
確
認

す
る
。縁

鵠
飾
玉
、
后
帝
是
饗
（
鵠
を
縁か

ざ

り
玉
を
飾
り
て
、
后
帝
是

れ
饗
け
た
り
）

何
承
謀
夏
桀
、
終
以
滅
喪
（
何
ぞ
謀
を
承
け
た
る
夏
桀
、
終

に
以
て
滅
喪
す
）

帝
乃
降
観
、
下
逢
伊
摯
（
帝
乃
ち
降
り
観
て
、
下
伊
摯
に
逢

う
）

何
條
放
致
罰
、
而
黎
服
大
説
（
何
ぞ
條
に
放
ち
罰
を
致
し

て
、
黎
服
大
い
に
説
ぶ
）（『
楚
辞
』
天
問
）

（
伊
尹
は
）
鵠
（
の
ス
ー
プ
）
や
玉
を
美
し
く
飾
っ
て
、
湯

王
は
こ
れ
を
受
け
た
。

ど
う
し
て
（
代
々
）
謀
を
受
け
継
い
だ
夏
の
桀
王
は
、
滅
亡

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

湯
王
は
、（
民
間
に
）
出
て
（
風
俗
）
を
観
て
（
下
民
を
憂

え
）、
民
間
に
い
た
伊
摯
に
逢
っ
て
（
相
と
し
た
）。

ど
う
し
て
鳴
條
に
桀
王
を
追
放
し
て
罰
を
与
え
た
と
き
、
万

民
は
大
い
に
悦
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
訳
は
王
逸
注
に
拠
る
）

　
「
縁
鵠
飾
玉
、
后
帝
是
饗
」
の
王
逸
注
に
は
、「
后
帝
、
謂
伊
殷

湯
。
言
伊
尹
始
仕
、
因
縁
鵠
鳥
之
羹
烹
修
玉
鼎
以
事
於
湯
、
湯
賢

之
、
遂
以
為
相
也
（
后
帝
は
、
殷
湯
を
謂
う
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、

伊
尹
始
め
て
仕
う
る
に
、
鵠
鳥
の
羹
を
烹に

る
に
縁
り
、
玉
鼎
を
修か

ざ

る
に
因
り
て
以
て
湯
に
仕
え
、
湯
之
を
賢
と
し
、
遂
に
以
て
相
と

為
る
）」
と
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、『
赤
あ
』
と
『
楚
辞
』

天
問
と
の
関
わ
り
は
深
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
王
逸

注
に
は
や
や
難
点
が
あ
る
。
王
逸
は
、「
鵠
」
を
「
羹
」
に
し
た

と
解
釈
し
て
い
る
が
、『
楚
辞
』
本
文
か
ら
は
わ
か
ら
ず
、
こ
の

根
拠
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
後
世
こ
の
注
釈
を
疑

う
者
も
存
在
す
る
。

　

王
夫
之
『
楚
辞
通
釈
』
に
は
、「
飾
玉
、
謂
禹
錫
玄
圭
告
成
、

上
帝
歆
饗
、
以
有
天
下
。
後
世
子
孫
、
貽
謀
可
承
。
何
至
桀
而
滅

喪
。（
玉
を
飾
る
は
、
禹
が
玄
圭
を
錫た

ま

い
、
成
を
告
げ
し
に
、
上

帝
歆き

ん
き
ょ
う饗

し
て
、
以
て
天
下
を
有
つ
を
謂
う
。
後
世
子
孫
、
貽の

こ

せ

る
謀
を
承
く
べ
し
。
何
ぞ
桀
に
至
り
て
滅
喪
せ
ん
や
。）」
と
あ

る
。
つ
ま
り
、
夏
の
初
代
王
の
禹
が
、
鵠
や
玉
を
飾
っ
て
天
を
祭

り
、
そ
の
加
護
を
受
け
て
き
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
謀

を
伝
え
た
が
、
な
ぜ
後
代
の
桀
王
は
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
王
夫
之
は
、「
縁
鵠
飾
玉
」
の
主
語

を
伊
尹
で
は
な
く
夏
の
禹
王
と
し
、「
后
帝
」
を
湯
で
は
な
く

「
天
帝
」
と
解
釈
し
て
、
王
逸
と
は
違
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
。

（ 134 ）



　

こ
の
よ
う
に
、「
縁
鵠
飾
玉
、
后
帝
是
饗
」
の
解
釈
は
注
釈
者

に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
る
。『
赤
あ
』
が
楚
文
献
で
あ
る
根
拠
と

す
る
た
め
に
は
、
王
逸
注
の
解
釈
に
従
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
重
要
と
な
る
の
が
、『
楚
辞
』
天
問
の
叙
述
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

天
問
の
形
式
は
、
一
句
目
で
あ
る
事
柄
を
述
べ
、
二
句
目
で
そ
れ

に
連
動
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

王
逸
注
に
従
う
と
、
一
句
目
で
伊
尹
が
湯
王
に
事
え
た
こ
と
述
べ

て
、
二
句
目
で
夏
の
滅
亡
原
因
を
問
い
か
け
て
お
り
、
接
続
が
う

ま
く
い
か
な
い
。
よ
っ
て
、
王
逸
注
の
解
釈
は
信
憑
性
が
薄
く
、

「
縁
鵠
飾
玉
、
后
帝
是
饗
」
と
『
赤
あ
』
は
、
さ
ほ
ど
関
わ
り
が

無
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

以
上
、
整
理
者
の
推
測
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
た
が
、
現
時
点

で
は
『
赤
あ
』
は
楚
文
献
と
断
定
す
る
の
は
難
し
い
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
、『
赤
あ
』
の
文
字
は
楚
文
字
で
あ
る
た
め
、『
赤

あ
』
が
楚
地
方
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
今
後
清

華
簡
の
全
容
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
赤
あ
』
の
地
域

性
を
推
定
す
る
新
た
な
知
見
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。

（
三
）
要
旨
と
制
作
目
的
に
つ
い
て

　
『
赤
あ
』
の
構
成
を
理
解
す
る
た
め
、
要
旨
を
述
べ
る
。
話
は
、

湯
王
が
一
羽
の
赤
あ
を
射
て
捕
ら
え
た
所
か
ら
始
ま
る
。
湯
王

は
、
伊
尹
に
そ
れ
を
羹
に
調
理
さ
せ
た
。
伊
尹
は
、
湯
王
が
外
出

し
て
い
る
間
に
羹
を
作
る
が
、
湯
王
の
妻
で
あ
る
紝
巟
に
そ
の
羹

を
欲
さ
れ
る
。
伊
尹
は
一
度
は
そ
れ
を
断
る
が
、
紝
巟
に
殺
す
と

脅
さ
れ
て
、
渋
々
紝
巟
に
献
上
す
る
。
紝
巟
は
そ
れ
を
食
べ
る

と
、
昭
然
と
し
て
、
遠
い
所
ま
で
見
え
る
視
力
を
手
に
入
れ
た
。

ま
た
、
羹
の
余
り
を
少
し
食
べ
た
伊
尹
も
、
同
じ
く
遠
い
所
ま
で

見
え
る
視
力
を
手
に
入
れ
た
。

　

湯
王
が
戻
っ
て
き
て
、
伊
尹
は
余
っ
た
羹
を
湯
に
す
す
め
た
。

湯
王
は
激
怒
し
、
誰
が
食
べ
た
の
か
伊
尹
に
問
い
詰
め
た
が
、
伊

尹
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
夏
に
逃
げ
た
。
湯
王
は
こ
の

こ
と
を
不
祥
と
見
な
し
、
こ
れ
を
祓
っ
た
。
そ
の
結
果
、
伊
尹
は

道
ば
た
で
倒
れ
、
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
衆
烏
が

現
れ
て
、
伊
尹
を
食
べ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
霊
烏
が
現
れ
、
衆

烏
を
制
止
す
る
。
さ
ら
に
霊
烏
は
、
桀
王
が
病
に
お
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
や
、
そ
の
原
因
が
「
帝
」
に
よ
る
こ
と
を
衆
烏
に
話
す
。

　

そ
の
後
、
衆
烏
は
去
っ
た
が
、
霊
烏
は
伊
尹
の
体
内
に
留
ま

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伊
尹
は
再
び
立
ち
上
が
っ
て
し
ゃ
べ
る
こ
と

が
で
き
た
。
伊
尹
は
桀
王
の
も
と
に
着
き
、
病
の
原
因
と
そ
の
対

処
法
を
伝
え
る
。
桀
王
は
伊
尹
の
対
処
法
に
従
っ
て
行
動
し
た
。

以
上
が
、
本
文
献
の
要
旨
で
あ
る
。

　

次
に
、
制
作
目
的
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
終
始
伊
尹
を
中
心
と

し
て
説
話
が
展
開
し
て
い
る
点
、
伊
尹
が
巫
術
的
な
要
素
で
も
っ
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て
活
躍
し
て
い
る
点
を
鑑
み
れ
ば
、『
赤
あ
』
は
巫
術
的
な
要
素

で
も
っ
て
、
伊
尹
を
顕
彰
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。

（
四
）
伝
世
文
献
と
の
関
係

　

整
理
者
の
説
明
に
よ
る
と
、『
赤
あ
』
の
よ
う
な
伊
尹
に
関
す

る
説
話
は
、
当
時
多
く
流
行
し
て
い
た
と
い
う
。『
漢
書
』
芸
文

志
・
諸
子
略
に
『
伊
尹
説
』
二
十
七
篇
が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、

現
在
で
は
亡
佚
し
て
い
る
、
と
し
て
関
わ
り
を
示
唆
す
る
。

　

伊
尹
が
主
役
で
あ
る
故
事
は
多
数
存
在
す
る
が
、『
赤
あ
』
の

内
容
は
、
基
本
的
に
伝
世
文
献
の
記
述
と
重
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、『
呂
氏
春
秋
』
慎
大
に
は
、「
湯
由
親
自
射
伊
尹
。（
湯
、
由

り
て
親み

ず
か自

ら
伊
尹
を
討
つ
）」「
伊
尹
奔
夏
。（
伊
尹
、夏
に
奔
る
）」

と
い
う
記
述
が
存
在
し
、
一
部
『
赤
あ
』
と
類
似
す
る
記
述
が
見

え
る
。

（
五
）
清
華
簡
『
尹
至
』『
尹
誥
』
と
の
関
係

　
『
赤
あ
』
と
『
尹
至
』『
尹
誥
』
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
言
及

し
て
お
き
た
い
。『
尹
至
』『
尹
誥
』
は
、『
赤
あ
』
と
同
じ
く
清

華
簡
に
含
ま
れ
、
共
に
第
一
分
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
肖
芸
曉

氏
に
よ
れ
ば（

注
3
）、『

赤
あ
』『
尹
至
』『
尹
誥
』
は
、
同
一
人
物

に
よ
っ
て
関
連
付
け
ら
れ
て
、
こ
の
順
番
で
書
写
さ
れ
た
と
い

う
。
肖
氏
は
そ
の
根
拠
を
二
つ
ほ
ど
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
三

文
献
と
も
共
通
し
て
伊
尹
と
湯
王
の
事
蹟
で
あ
り
、『
赤
あ
』
で

伊
尹
が
夏
に
逃
げ
て
、『
尹
至
』
で
殷
に
戻
り
、『
尹
誥
』
で
は
既

に
夏
が
滅
ん
で
い
る
、
と
い
う
風
に
時
系
列
的
に
順
序
だ
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
三
文
献
の
竹
簡
背
面
に
残
っ
て

い
る
劃
線
が
、『
赤
あ
』
→
『
尹
至
』
→
『
尹
誥
』
の
順
番
で
繋

が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
赤
あ
』『
尹
誥
』『
尹

至
』
の
三
文
献
は
、
成
立
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も

筆
写
に
つ
い
て
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

結
語

　

以
上
、『
赤
あ
』
の
釈
読
と
そ
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
、
基

礎
的
な
検
討
を
行
っ
た
。『
赤
あ
』
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
は
、

現
時
点
で
明
確
に
す
る
こ
と
が
困
難
な
点
が
多
く
、
今
後
清
華
簡

の
他
文
献
や
他
の
出
土
文
献
に
よ
っ
て
新
知
見
が
提
供
さ
れ
、
明

ら
か
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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注

（
1
）
清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編
・
李
学
勤
主
編
、
中
西
書

局
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
。

（
2
）『
楚
居
』
に
つ
い
て
は
、
浅
野
裕
一
「
清
華
簡
『
楚
居
』
初
探
」（『
中

国
研
究
集
刊
』
第
五
十
三
号
、大
阪
大
学
中
国
学
会
、二
〇
一
一
年
六
月
）

を
参
照
。

（
3
）
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年
三
月
五
日
。
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